
港南区と PIAZZA 株式会社との連携に関する協定書 
 

 

 

 

港南区(以下「甲」という。)と PIAZZA 株式会社(以下「乙」という。)は、乙が運営する地域 SNS「ピ

アッザアプリ」（以下「ピアッザ」という。）の活用に関する基本的事項について次のとおり協定を締結す

る。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、ピアッザを活用し、甲が保有する情報の発信及び港南区民同士のコミュニティの活

性化を図ることにより、地域課題の解決を促進することを目的とする。 

 

(連携事項) 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項（以下「連携事項」という。）

を実施するものとする。 

(1) 甲及び乙が実施すること 

ア 地域課題解決コミュニティの形成 

甲と乙は協議の上、ピアッザ内に地域課題解決コミュニティに資するグループを設定する。 

イ ピアッザの周知に取り組むことにより、港南区民同士のコミュニティ形成の支援を図る。 

(2) 甲が実施すること 

ア 乙が作成するパンフレット・ポスター及び、保有するウェブページなど含む情報連絡手段を活用

し、区民への周知を行う。 

イ 甲が関係する機関にピアッザでイベント等の情報を発信するよう働きかける。 

(3) 乙が実施すること 

ア ピアッザ内に港南区エリアを作成する。 

イ 甲のウェブサイトから情報を定期的に収集し、適切に加工して、ピアッザに掲載する。 

ウ 乙が甲と連携していることが分かるピアッザの周知に係るパンフレット・ポスターを作成する。 

 

(甲の責務) 

第３条 甲は、第２条に定める連携事項を誠実に実行するものとする。 

２ 甲は、第２条に定める連携事項を実行するために必要な手続きがある場合は、これに協力するものと

する。 

３ 甲は、甲のウェブサイト等の各広報媒体により、ピアッザの周知に努めるものとする。 

 

(乙の責務) 

第４条 乙は、第２条に定める連携事項を誠実に実行するものとする。 

２ 乙は、第２条に定める連携事項の実施に必要な経費の全てを負担する。ただし、第２条に定められて

ない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

３ 乙は、ピアッザの管理及び運用について責任を負うものとする。甲は甲の有する情報以外のピアッザ

の掲載内容及びピアッザが提供するサービスに一切の責任を負わないものとし、乙はその趣旨を踏ま

えてピアッザを適切に運用するものとする。 

４ 乙は、甲に故意又は過失がある場合を除き、乙の攻めに帰すべき事由により第三者に与えた損失につ

いて、その相当範囲を賠償するものとし、これについて甲に求償しないものとする。 

５ 乙は、掲載した情報の訂正、誹謗中傷等があった場合には、速やかに情報の訂正、削除等の対応をし

なければならないものとする。 

６ 乙は、甲の求めに応じ、乙がピアッザに掲載した情報及び港南区内の利用状況など効果検証に必要な

情報を、甲に提供するものとする。 

 



 

 

(成果物の帰属) 

第５条 第２条に定める連携事項の実施により新たに生じた知的財産は、乙に帰属するものとする。ただ

し、甲乙協議のうえ決定した知的財産については、この限りではない。 

 

(協定期間) 

第６条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とし、当該期間を試行期間と位置付ける。試行期間

に特段の問題がなく、かつ、期間満了の１か月前までに、甲又は乙のいずれかから終了する旨の書面に

よる申し出がないときは、同内容で１年ごとの自動更新とする。以後も、期間満了の１か月前までに甲

又は乙のいずれかから終了する旨の書面による申し出がないときは、同様とする。 

 

(協定の変更及び解除) 

第７条 甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度、協議のうえ、書面により必

要な変更を行うものとする。 

２ 甲及び乙は、相手方が法令、条例その他の規程又は本協定のいずれかに違反した場合は、本協定を解

除することができるものとする。 

 

(守秘義務) 

第８条 甲及び乙は、本協定に基づく連携の実施により直接又は間接に知り得た業務上及び技術上その

他の秘密情報、個人情報について、本協定の締結期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示、

提供、漏えい又は、この協定に定める以外の目的のために使用してはならないものとする。ただし、事

前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

(担当部署) 

第９条 本協定における甲の担当は、港南区区政推進課とする。 

 

(協議) 

第 10条 本協定に定めのない事項及び本協定に疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠実に協議のうえ決定

するものとする。 

 

本協定締結の証として、甲及び乙は本書 ２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有するもの

とする。 

 

 

令和２年６月１日 

 

甲：横浜市港南区港南四丁目２番１０号 

横浜市 

港南区長   今冨 雄一郎 

 

乙：東京都中央区日本橋茅場町１丁目１０−８グリンヒルビル５階 

PIAZZA 株式会社 

代表取締役  矢野 晃平 


